
海老名市教育委員会

（令和３年 3月 臨時会議事日程）

日時 令和3年3月29日(月)

午前10時00分

場所 えびなこどもセンター　201会議室

１ 議案第 17 号 海老名市奨学金条例施行規則の一部改正について日程第





海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　提案理由

　海老名市奨学金条例の一部改正に伴い、奨学金の額を定め、併せて様式等の所要の

修正を行いたいため。

議案第１７号

海老名市奨学金条例施行規則の一部改正について

　別紙のとおり、海老名市奨学金条例施行規則の一部改正について、議決を求める。

令和３年３月２９日提出
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海老名市奨学金条例施行規則の一部改正について 

１ 趣旨 

海老名市奨学金条例の一部改正に伴い、奨学金の額を定めるため、海老名市

奨学金条例施行規則の一部を改正したい。 

  なお、奨学金の額は、従来海老名市奨学金条例に規定されていたが、必要な

時期に必要な支援の実現を図り、柔軟な対応を可能とするため、教育委員会規

則で定めるもの。 

  また、新たに奨学金の額を規定するにあたっては、給付人数の枠を広げ、一

人でも多くの生徒を支援することができるよう、給付金額の見直しを併せて

行う。 

  そのほか、本則及び様式の条ずれを修正し、様式の体裁、様式名等について

も見直しを行う。 

２ 改正内容 

 【本則】 

  ・第２条に「奨学金の額」を新設し、年額 80,000 円として規定する。 

  ・第２条の新設により生じる条ずれを修正する。 

  ・第４条に規定する「奨学金給付決定通知書」を「奨学生決定通知書」に改

め、第４条及び第５条の字句を修正する。 

 【第１号様式：奨学金給付申請書】 

・条ずれの修正 

  ・押印欄の削除 

  ・文章の修正 

・「性別」欄の削除 

・「昨年度状況」欄を裏面から表面へ移動 

・「申請理由及び卒業後の進路希望」欄の変更 

・その他レイアウト変更 

 【第２号様式：奨学生決定通知書】 

・条ずれの修正 

  ・様式名の変更 

・指令番号の削除 

  ・「奨学生」欄の追加 

  ・その他レイアウト変更 

令和３年３月 29 日 

臨時教育委員会資料 

就学支援課就学支援係 
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【第３号様式：保証書】 

  ・条ずれの修正 

  ・押印欄の削除 

  ・体裁の整理 

【第４号様式：請求書】 

・条ずれの修正 

  ・文章の修正 

  ・振込先の追加 

  ※詳細は別紙新旧対照表のとおり。 

３ 施行期日 

  令和３年４月１日 

４ 経過及び今後のスケジュール 

令和３年２月25日 令和３年第１回市議会定例会本会議（初日） 

⇒海老名市奨学金条例改正案 上程 

      ３月26日 令和３年第１回市議会定例会本会議（最終日） 

⇒海老名市奨学金条例改正案 議決 

      ３月29日 教育委員会臨時会  

⇒海老名市奨学金条例施行規則改正案 上程・議決 

※議決後直ちに公布する 

      ４月１日 海老名市奨学金条例 

海老名市奨学金条例施行規則 
施行
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   海老名市奨学金条例施行規則の一部を改正する規則 

 海老名市奨学金条例施行規則（昭和４３年教委規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

 第６条を第７条とし、第５条を第６条とする。 

第４条中「奨学金の決定通知」を「前条の規定による通知」に改め、同条を第５

条とする。 

 第３条の見出し中「及び奨学金額」を削り、同条中「に基づき」を「により」に改

め、「及び奨学金額」を削り、「奨学金給付決定通知書」を「奨学生決定通知書」に

改め、同条を第４条とする。 

 第２条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

 （奨学金の額） 

第２条 条例第４条の奨学金の額は年額 80,000 円とする。 

 第１号様式、第２号様式、第３号様式及び第４号様式を次のように改める。 
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第１号様式（第３条関係）

海老名市教育委員会　殿

          年　　月　　 日

本人氏名

保護者氏名

海老名市奨学金の給付について、次のとおり申請します。

　〒

　〒フリガナ

保護者氏名

本人との
続柄

奨　学　金　給　付　申　請　書

フリガナ

本人氏名

　海老名市

　入学（予定）年月日　　　          年　　月　　日

　海老名市

出身中学校 　　　　　　　立　　　　　　　　　中学校
卒業年月日

      　　年 　 月　　 日

修学学校名
　　　　　　　立　　　　　　　　　　学校　　　　　　　　　年

 修業年限　　　年

　携帯電話（　　　－　　　－　　　　）

昨年度状況 　海老名市奨学金の給付を、前年度　（　 受けた　　　受けていない　）

〔申請理由〕　※保護者が記入してください

住
所

電
話

　自宅　（　　　 －　 　　　　）

　携帯電話（　　　－　　　－　　　　）

住
所

電
話

　自宅　（　　　 －　 　　　　）
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　　　　　　（　年）

　　　　　　（　年）

　　　　　　（　年）

　　　　　　（　年）

　　　　　　（　年）

　　　　　　（　年）

　　　　　　（　年）

本人
　　・　 ・　　（　 歳）

職業･在学校名(学年)
フ リ ガ ナ

氏　　名
本人から
見た続柄 生年月日（年齢）

 明・大・昭・平・令

 明・大・昭・平・令

　　・　 ・　　（　 歳） 円

 明・大・昭・平・令

　　・　 ・　　（　 歳） 円

 明・大・昭・平・令

　　・　 ・　　（　 歳） 円

　　・　 ・　　（　 歳） 円

 明・大・昭・平・令

　　・　 ・　　（　 歳）

家

族

状

況

（
４
月
１
日
現
在
）

奨
学
金
使
途
目
的

区　　分 金　額（年額） 内　　　　訳

授業料 円　

教科書等教材費

 明・大・昭・平・令

　　・　 ・　　（　 歳） 円

円

 明・大・昭・平・令

前年収入額

源泉徴収票では
支払金額

合計 円　

円　

円　

交通費 円　

その他諸経費
（入学金、実習費等）

円　
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第２号様式（第４条関係）

奨 学 生 決 定 通 知 書

住所  

氏名 

年   月   日付で申請のあった奨学生については、下記のとお

り決定したので通知します。

年  月  日

海老名市教育委員会

記

奨 学 生

奨 学 金 額   金       円

給付の対象期間      年  月  日から   年  月  日まで

給付の方法     口座振込による一括払い
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第 ３ 号 様 式 （ 第 ５ 条 関 係 ）

保  証  書

住 所

氏 名 

 上 記 の 者 は 、 海 老 名 市 奨 学 生 と し て 決 定 さ れ 、 奨 学 金

の 給 付 を 受 け る こ と と な り ま し た が 、 こ の こ と に つ い て

は 、 本 人 に 諸 規 定 を よ く 守 ら せ 、 ま じ め に 修 学 さ せ る こ

と を 保 証 い た し ま す 。

 な お 、 本 人 の 不 心 得 に よ り 、 奨 学 生 と し て 好 ま し く な

い 行 為 等 が あ っ た 時 は 、 私 が 責 任 を 負 い 、 そ の 一 切 を 引

き 受 け 貴 職 に は 何 ら ご 迷 惑 を お か け し な い こ と を 重 ね て

保 証 い た し ま す 。  

 私 は こ こ に 保 証 人 を 引 き 受 け た の で 保 証 書 を 提 出 い た

し ま す 。

    年  月  日

  海 老 名 市 教 育 委 員 会   殿

保 証 人

住   所 

本人との続柄

           職  業

氏  名           

           生 年 月 日      年  月  日 生
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第４号様式（第５条関係）

年  月  日

請 求 書 

金        円

年度奨学金として    年  月  日付奨学生決定通知書のとおり上

記金額を請求いたします。 

住所 海老名市

氏名                

海老名市長 殿

  振 込 先          銀行       支店

金融機関

コード

支店コード

普通 ・ 当座 口座番号

 フリガナ

口座名義人
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   附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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海老名市奨学金条例施行規則（昭和43年教育委員会規則第２号）新旧対照表                               （傍線の部分は、改正部分）

新 旧 

海老名市奨学金条例施行規則 海老名市奨学金条例施行規則 

(趣旨) （趣旨） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（奨学金の額）

第２条 条例第４条の奨学金の額は年額80,000円とする。

（新設） 

(申請) (申請) 

第３条 条例第５条により奨学金の給付を申請しようとする者は、次の書類を教育委

員会に提出しなければならない。 

第２条 条例第５条により奨学金の給付を申請しようとする者は、次の書類を教育委

員会に提出しなければならない。 

(１) 奨学金給付申請書（第１号様式） (１) 奨学金給付申請書（第１号様式） 

(２) 最終出身学校長又は在学する学校長の発行する成績証明書及び人物調書 (２) 最終出身学校長又は在学する学校長の発行する成績証明書及び人物調書 

(３) その他教育委員会が必要と認める書類 (３) その他教育委員会が必要と認める書類 

２ 前項各号の書類の提出部数は、それぞれ１通とする。 ２ 前項各号の書類の提出部数は、それぞれ１通とする。 

(奨学生 の通知) (奨学生及び奨学金額の通知) 

第４条 教育委員会は、条例第６条の規定により 奨学生 を決定したと

きは、その内容を奨学生決定通知書  （第２号様式）により申請者に速やかに

通知しなければならない。 

第３条 教育委員会は、条例第６条の規定に基づき奨学生及び奨学金額を決定したと

きは、その内容を奨学金給付決定通知書（第２号様式）により申請者に速やかに

通知しなければならない。 

(奨学金請求書の提出) (奨学金請求書の提出) 

第５条 前条の規定による通知を受けた者は、条例第９条の規定による身元保証人の

保証書（第３号様式）を添付して奨学金請求書（第４号様式）を提出しなければ

ならない。 

第４条 奨学金の決定通知  を受けた者は、条例第９条の規定による身元保証人の

保証書（第３号様式）を添付して奨学金請求書（第４号様式）を提出しなければ

ならない。 

(奨学金の給付) (奨学金の給付) 

第６条 奨学金請求書の審査を完了したときは、速やかに奨学金を給付する。 第５条 奨学金請求書の審査を完了したときは、速やかに奨学金を給付する。 

２ 奨学金は分割して給付することができる。 ２ 奨学金は分割して給付することができる。 

(補則) (補則) 

第７条 この規則に定めのない事項に関しては、教育委員会がこれを決定する。 第６条 この規則に定めのない事項に関しては、教育委員会がこれを決定する。 

-
1
3
-



海老名市奨学金条例施行規則（昭和43年教育委員会規則第２号）新旧対照表                               （傍線の部分は、改正部分）

新 旧 

附 則 （略） 附 則 （略） 

【第１号様式（第３条関係）】 【第１号様式（第２条関係）】 

-
1
4
-



海老名市奨学金条例施行規則（昭和43年教育委員会規則第２号）新旧対照表                               （傍線の部分は、改正部分）

新 旧 

【第１号様式 裏面】 【第１号様式 裏面】 

-
1
5
-



海老名市奨学金条例施行規則（昭和43年教育委員会規則第２号）新旧対照表                               （傍線の部分は、改正部分）

新 旧 

【第２号様式（第４条関係）】 【第２号様式（第３条関係）】 

-
1
6
-



海老名市奨学金条例施行規則（昭和43年教育委員会規則第２号）新旧対照表                               （傍線の部分は、改正部分）

新 旧 

【第３号様式（第５条関係）】 【第３号様式（第４条関係）】 

-
1
7
-



海老名市奨学金条例施行規則（昭和43年教育委員会規則第２号）新旧対照表                               （傍線の部分は、改正部分）

新 旧 

【第４号様式（第５条関係）】 【第４号様式（第４条関係）】 

  附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

-
1
8
-


